
衛生管理者の選任は、常時５０人以上の労働者を使用する事業場なので、４０人の事業場は選任の必

要はない。【Ｐ24 令4条】

ただし、１０人以上５０人未満の事業場なので、衛生推進者の選任は必要となる。本問は正しい。

【Ｐ26 則12条の2】

【Ｐ25 則7条３号】により、水道業は、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、

労働衛生コンサルタントなどの免許を有する者のうちから選任しなければならないので、本問は誤り

である。



第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの免許を有
する者は、全ての業種で選任ができるので、本問は正しい。 【Ｐ25 則7条３号】

旅館業は、第二種衛生管理者免許でも選任可能なので、本問は正しい。 【Ｐ25 則7条３号ロ】

600人の事業場では、3人以上の衛生管理者を選任しなければならない、また、3人のうち一人は、
専属でない労働衛生コンサルタントを選任してもよいので本問は正しい。 【Ｐ25 則7条4号】【Ｐ
24 則7条2号】



業 種（１）

選任要件
監督署へ
の報告

主に屋外作的業
（林・鉱・建・
運・清）

主に屋内的作業
（製造業、小売業、
旅館業、ゴルフ場

業等）

その他（左記以外
の全て⇒特に金融
業、飲食業、医療
業・警備業）

総括安全衛生管
理者 P23 100人以上 300人以上 1000人以上

事業を統括管理
する者（準ずる
者はNG）

有り

衛 生 管 理 者
P24

50人以上 免許保有者 有り

産業医 P30
50人以上 Ｐ34則第14条② 有り

安全衛生推進者
P26

10～49人
・講習修了者
・事業者が認め
た者

無し

（５）警備業はその他の業種に分類される。よって1,000人以上
の事業所に選任義務があるので本問は誤りである。



衛生管理者の業務は、Ｐ24  法第12条 第10条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項。

（４）の事業者に勧告できるのは、産業医である。（Ｐ29 法第13条⑤）



・ストレスチェックを実施した常時５０人以上の労働者を使用する事業者は、検査結果等報

告書を所轄労働基準監督署長へ提出する。（遅滞なく報告ではなく１年以内ごとに一回定

期に行う）【P83 則52条の21】本問は正しい。

・検査結果、心理的負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると医師等が

認めた受検者が申し出たときは、医師による面接指導を遅滞なく行わなければならない。

【P82則52条の16】3ケ月以内は誤りである。



・【P82 則52条の14】検査を行った場合は、（面接指導ではない）分析しなければならな

いので、本問は誤りである。

・【P82 則52条の18】面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果を記録を作成し5年

間保存が正しいので。健康診断個人票に記載は誤りである。

・設問のような規定は無いので誤りである。



【Ｐ31 則14条】

・健康診断及び面接指導等の実施・・・

・作業環境の維持管理

・作業の管理

・労働者の健康管理等

・衛生教育に関すること

・【P23 則3条の2】安全衛生に関する方針の表明は、総括安全
衛生管理者の職務になるので、誤りで
ある。



・【P97 法81条】業務により 本問は正しい。

・【P31 則14条②3】労働衛生コンサルタントは「労働衛生工学」と「保健衛生」の２区

分に分かれている。 本問は正しい。

・【P97 法84条】 本問は正しい。



・【 P97 法85条 ⇒ P98 法86条② 】 本問は正しい。

・【P81 則52条の10】 本問は誤りである。



・【P73・Ｐ74 則44条②】 （尿・圧・症・歴は省略不可）



・【P122 事務所則5条➀】

二酸化炭素の含有率は1,000ppm以下とすること

単位に注意
100万分の1＝1ppmだから、 100万分の1,000は1,000ppm

・【P122 事務所則5条②】

気流は0.5ｍ／ｓ以下とすること
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